
１．宣言事業申請書
◇ 宣言文について
都市部や非住宅分野において木材利用を拡大することがイメージできるキャッチコピーを作成してください。

・例１（工務店の場合）
「耐火・準耐火の木造建築の施工倍増！」（木質耐火部材等の例）
「JAS構造材で都市の木造化推進!!」（JAS構造材の例）
「木に包まれた快適空間の創造！」（内装材の例）
「木の窓一番！」（木製サッシの例）

・例２（設計・デザイン事務所の場合）
「技術で拓く木造耐火建築！」（木質耐火部材等の例）
「JAS構造材で信頼の建築を支えます！」（JAS構造材の例）
「木のぬくもりを感じる空間づくりはお任せください」（内装材の例）
「木の窓で開く新しい未来！」（木製サッシの例）

・例３（製材工場の場合）
「大断面の製材なら○○製材（株）！」（木質耐火部材等の例）
「無垢内装材のことならおまかせください」（内装材の例）

・例４（木材流通業者の場合）
「準耐火木造建築の資材のことなら△△木材商店！」（木質耐火部材等の例）
「内装用の木材なら何でもそろえます！」（内装材の例）

・例５（発注者の場合）
「準耐火木造建築を推進します！」（木質耐火部材等の例）

◇ 目標について

登録後3年程度の期間で達成する具体的な数値目標を明記してください。
・例１：木造準耐火建築物を6棟建設します。
・例２：JAS構造材の年間使用量を３０％アップします。
・例３：年間５棟以上の内装木質化に取り組みます。
・例４：木製サッシを年3件以上施工します。
・例５：JAS製品の供給を１５％アップします。
・例６：内装材生産量、年間○○㎥にチャレンジします。
・例７：木造ビルを3棟以上発注します。



２．付表

申請する事業者の企業情報を明記してください。

◇ 基本情報は必ず明記してください。
「事業者名」
「代表者名」
「住所（郵便番号を含む）」
「連絡先電話番号・FAX番号」
「申請担当者情報」
「書類送付先」に通知書が届きます。

◇ 申請する事業者の事業の業態で記載欄が異なります。

木材製品を生産（製材等）、加工（プレカット等）、流通（木材市場、問屋、小売等）する事業に
携わっている場合は、２－１の「都市木利用拡大供給事業者企業情報」の記載項目に必要事項を記入
してください。

木材製品を利用する事業（建築物の発注、建築設計、施工等）の場合は、２－２の「都市木利用拡
大利用事業者企業情報」の記載項目に必要事項を記入してください。

事業が両方に当てはまる場合は、両方の企業情報の□に☑を入れ、２－１の記載事項を埋めていた
だき、２－２の業種欄の該当する項目に☑を入れてください。

登録がある場合は記入して下さい



登録がある場合は記入して下さい



◇ 登録の通知が届いたら、宣言事業者番号、宣言内容、
目標を記入し、自社のホームページに掲載、又は印刷し
て事務所に掲示してください。
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